
原

　

告

被

　

告

屋

勝

外

一

名

平
成
五
年
　
（
行
り
）
　
第
一
四
三
号

一
九
　
九
　
四
　
年
　
二
　
月
　
八
　
日原

告
訴
訟
代
理
人

弁
護
士

山

下

幸

夫

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
三
部
　
御
　
中

唯
丁
　
　
借
　
　
主
日
　
　
面
　
　
（
一
一
）

被
告
ら
の
平
成
五
年
一
一
月
八
日
付
準
備
書
面
　
（
一
）
　
（
以
下
　
「
被
告
ら
準
備
書
面
」

と
い
う
。
）
　
第
五
に
対
し
、
原
告
は
、
以
下
の
通
り
主
張
す
る
。

第

一

　

ロ

バ

ー

ト

・

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

に

　

つ

い

て

一

、

ロ

バ

ー

ト

・

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

　

（

そ

の

綴

り

か

ら

マ

　

ッ

プ

ル

ソ

ー

プ

と

呼

ば

れ

る

こ
と
も
あ
る
が
、
以
下
　
「
メ
イ
プ
ル
ソ
ー
プ
」
　
と
い
う
。
）
　
は
、
一
九
四
六
年
　
（
昭

和

二

一

年

）

一

一

月

四

日

に

、

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

州

に

て

出

生

し

、

ブ
ル
　
ッ
ク
リ
ン
の
美
術
学
校
で
絵
画
と
彫
刻
を
修
得
し
、
そ
の
後
、
人
物
写
真
を
撮

影

す

る

よ

う

に

な

る

。

特
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
発
表
し
た
黒
人
ヌ
ー
ド
の
モ
ノ
ク
　
ロ
写
真
は
芸
術
写
真

は
芸
術
性
が
高
い
と
注
目
さ
れ
た
。
死
の
二
年
半
前
、
エ
イ
ズ
の
発
症
が
分
か
り
、

衰

弱

し

て

い

く

自

分

の

写

真

を

セ

ル

フ

・

ポ

ー

ト

レ

イ

ト

と

し

て

多

く

の

雑

誌

に

公

表

し

、

不

治

の

病

と

闘

う

芸

術

家

と

し

て

話

題

を

集

め

た

。

一

九

八

八

年

に

は

、

エ

イ
ズ
治
療
と
研
究
へ
　
の
助
成
並
び
に
写
真
芸
術
の
発
展
の
た
め
の
助
成
を
目
的
と
し

て

　

ロ

バ

ー

ト

・

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

財

団

を

設

立

し

た

。

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

、

一

九



八

九

年

　

（

昭

和

六

三

年

）

一

一

月

四

日

に

エ

イ

ズ

に

て

死

亡

し

て

い

る

。

写

真

集

に

、

　

『

レ

デ

ィ

／

リ

サ

・

ラ

イ

オ

ン

』

、

　

『

サ

ー

テ

ン

・

ピ

ー

プ

ル

』

、

『
ブ
ラ
ッ
　
ク
・
ブ
ッ
　
ク
』
　
な
ど
が
あ
る
。

二

、

我

が

国

に

お

い

て

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

の

写

真

展

は

何

度

も

開

か

れ

て

お

り

、

最

近
で
も
、
一
九
九
二
年
に
、
東
京
都
庭
園
美
術
館
、
水
戸
芸
術
館
、
神
奈
川
近
代
美

術
館
、
名
古
屋
市
美
術
館
、
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
に
お
い
て
巡
回
展
が
開
か
れ
て

い
る
　
（
甲
第
二
五
号
証
）
。

ま

た

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

、

美

術

評

論

家

だ

け

で

な

く

、

多

く

の

思

想

家

に

も

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

ロ

ラ

ン

・

バ

ル

ト

、

ス

ー

ザ

ン

・

ソ

ン

タ

グ

、

浅

田

彰

、

四

方

田

犬

彦

な

ど

が

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

に

言

及

し

て

い

る

。

三

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

、

　

「

超

シ

ュ

　

ル

レ

ア

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

な

現

代

ヌ

ー

ド

写

真

の

第

一

人

者

で

あ

る

。

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

優

れ

た

技

巧

で

黒

人

男

性

を

多

く

撮

影

し

て
い
る
。
」
　
と
さ
れ
る
　
（
ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
ヴ
ィ
　
ン
ス
キ
ー
著
、
伊
藤
俊
治
・
笠
原
美

智
子
訳
　
『
ヌ
ー
ド
の
歴
史
』
　
三
五
四
頁
　
〔
甲
第
一
二
号
証
〕
　
）
。

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

フ

　

ァ

イ

ン

ア

ー

ト

に

お

け

る

男

性

ヌ

ー

ド

の

位

置

を

大

胆

に

変

革

し

た

と

言

わ

れ

る

。

写

真

が

発

明

さ

れ

た

の

は

一

九

世

紀

前

半

で

あ

る

が

、

そ

れ

か

ら

一

〇

年

も

た

た

な

い

う

ち

に

ヌ

ー

ド

は

写

真

に

と

っ

　

て

重

要

な

テ

ー

マ

と

な

っ

　

た

。

し

か

し

、

絵

画

に

お

け

る

裸

体

画

が

そ

う

で

あ

る

よ

う

に

、

男

性

の

鑑

賞

の

た

め

の

女

性

ヌ

ー

ド

が

中

心

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

男

性

ヌ

ー

ド

は

ホ

モ

セ

ク

シ

ャ

ル

と
の
関
わ
り
か
ら
、
長
く
日
影
の
存
在
で
あ
っ
　
た
。

ア

メ

リ

カ

に

お

い

て

も

、

男

性

ヌ

ー

ド

が

市

民

権

を

得

た

の

は

一

九

八

〇

年

代

に

入
っ
　
て
か
ら
で
あ
っ
　
た
。
メ
イ
プ
ル
ソ
ー
プ
は
そ
の
も
っ
　
と
も
先
頭
を
走
っ
　
た
写
真

家

で

あ

っ

　

た

。

そ

し

て

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

、

黒

人

男

性

の

裸

体

や

、

ハ

ー

ド

ゲ

イ
の
S
 
M
シ
ー
ン
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
芸
術
写
真
に
持
ち
込
ん
だ
写
真
家
で
あ
っ

た
。メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

は

、

蘭

の

花

と

、

勃

起

す

る

男

性

器

と

、

頭

蓋

骨

と

有

名

人

の

肖
像
を
同
列
に
扱
っ
　
た
。
彼
の
写
真
へ
　
の
評
価
と
し
て
　
「
花
を
撮
る
よ
う
に
ペ
ニ
ス

を

撮

影

し

、

性

器

を

撮

る

よ

う

に

フ

ラ

ワ

ー

ズ

を

撮

影

し

た

」

　

と

い

う

言

葉

は

有

名

で
あ
る
。

四
、
本
件
写
真
集
は
、
一
九
八
八
年
　
（
昭
和
六
三
年
）
、
メ
イ
プ
ル
ソ
ー
プ
の
死
の
直

四



五

前

に

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

・

ホ

イ

ッ

ト

ニ

ー

美

術

館

で

開

催

さ

れ

た

彼

の

回

顧

展

の

カ

タ

ロ

グ

で

あ

る

。

こ

の

回

顧

展

に

よ

り

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

の

写

真

は

ア

メ

リ

カ

現

代

美

術

の

一

つ

と

し

て

公

に

認

知

さ

れ

た

と

言

わ

れ

て

い

る

。

本

件

写

真

集

は

、

初

期

の

作

品

か

ら

後

期

の

写

真

ま

で

を

総

覧

し

た

写

真

集

で

あ

り

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

の

全
体
像
を
　
つ
か
む
上
で
貴
重
な
資
料
集
と
な
　
っ
　
て
い
る
。

五
、
な
お
、
被
告
ら
が
、
本
件
物
件
の
う
ち
、
　
「
わ
い
せ
　
つ
性
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら

か
な
箇
所
」
　
と
し
て
摘
示
す
る
　
（
被
告
ら
の
準
備
書
面
第
五
、
一
〔
四
六
頁
〕
　
）
　
写

真
の
う
ち
、

①
本
件
物
件
の
一
一
三
頁
の
　
「
〓
S
A
 
L
Y
O
N
－
冨
二
　
は
　
『
ロ
バ
ー
ト
・
メ
イ
プ
ル
ソ

ー
プ
展
カ
タ
　
ロ
グ
』
　
（
甲
第
二
五
号
証
）
一
〇
二
頁
の
　
「
L
i
s
a
 
L
y
O
n
 
W
i
t
h
 
M
T

r
r
O
S
－
∽
0
0
こ
　
と
は
印
刷
の
違
い
に
よ
る
微
妙
な
色
の
差
や
周
囲
の
ト
リ
ミ
ン
グ

が

異

な

る

も

の

の

、

写

真

と

し

て

は

基

本

的

に

同

一

の

も

の

で

あ

り

、

我

が

国

に

お

い

て

既

に

公

表

さ

れ

て

い

る

。

②
ま
た
、
本
件
物
件
の
七
五
頁
の
　
「
S
E
L
F
 
P
O
R
『
R
A
－
T
－
≡
0
0
」
　
は
、
飯
沢
耕
太
郎
著

『
写
真
と
フ
　
ェ
　
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
　
（
甲
第
一
六
号
証
）
一
〇
一
頁
及
び
雑
誌
　
『
d
 
e

1
a
－
V
 
u
』
一
九
九
二
年
一
〇
月
号
　
（
甲
第
二
三
号
証
）
　
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
、

我

が

国

に

お

い

て

既

に

公

表

さ

れ

て

い

る

③
さ
ら
に
、
本
件
物
件
の
一
五
八
頁
　
（
左
側
）
　
の
　
「
D
e
n
n
i
s
 
S
p
e
i
g
h
t
L
冨
ご
　
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
著
・
伊
藤
俊
治
・
笠
原
美
智
子
訳
　
『
ヌ
ー
ド
の
歴

史
』
　
（
甲
第
一
二
号
証
）
　
三
五
五
頁
及
び
雑
誌
　
『
美
術
手
帳
』
一
九
八
九
年
六
月

号
　
（
甲
第
一
八
号
証
）
　
八
五
頁
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
、
我
が
国
に
お
い
て
既
に
公

表
さ
れ
て
い
る
。

第
二
　
本
件
物
件
の
　
「
風
俗
を
害
す
べ
き
」
　
物
品
該
当
性
に
つ
い
て
　
（
被
告
ら
準
備
書
面

第
五
に
対
す
る
反
論
）

一
、
被
告
ら
の
主
張

被
告
ら
は
、
本
件
物
件
は
、
露
出
し
た
男
性
の
性
器
・
女
性
の
陰
毛
を
露
骨
に
表

現
し
た
写
真
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
、

明
ら
か
に
わ
い
せ
　
つ
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
書
籍
全
体
が
わ
い
せ
　
つ
性
を
有
す

る
と
言
え
る
か
ら
関
税
定
率
法
二
一
条
一
項
三
号
の
　
「
風
俗
を
害
す
べ
き
」
　
物
品
に

六



七

該
当
す
る
と
主
張
す
る
　
（
被
告
ら
準
備
書
面
第
五
、
一
）
。

し
か
し
、
刑
法
一
七
五
条
の
　
「
猥
嚢
」
　
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、
関
税
定
率
法
二
一

条
一
項
三
号
の
　
「
風
俗
を
害
す
べ
き
」
　
物
品
か
否
か
の
判
断
に
　
つ
い
て
も
妥
当
す
る

こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
本
件
物
件
が
、
同
法
の
　
「
風
俗
を
害
す
べ
き
」
　
物
品
で

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

以

下

、

詳

論

す

る

。

二
、
　
「
猥
嚢
」
　
の
概
念
に
　
つ
い
て

1
、
刑
法
一
七
五
条
の
　
「
猥
嚢
」
　
に
つ
い
て
は
、
　
「
徒
ら
に
性
慾
を
興
奮
又
は
刺
戟

せ
し
め
、
且
つ
普
通
人
の
正
常
な
性
的
羞
恥
心
を
害
し
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念

に
反
す
る
も
の
」
　
（
最
判
一
九
五
一
年
　
〔
昭
和
二
六
年
〕
　
五
月
一
〇
日
・
刑
集
五

巻
六
号
一
〇
二
六
頁
）
　
と
定
義
さ
れ
、
現
在
ま
で
そ
の
定
義
が
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
て

い
る
。

2
、
し
か
し
、
猥
嚢
文
書
頒
布
罪
に
　
つ
い
て
は
、
頒
布
・
販
売
を
し
た
者
白
身
の
表

現
の
自
由
と
、
社
会
一
般
の
　
「
読
む
自
由
」
　
「
見
る
自
由
」
　
と
い
う
憲
法
が
保
障

す

る

表

現

の

自

由

を

制

約

す

る

も

の

で

あ

っ

　

て

、

そ

も

そ

も

、

そ

の

よ

う

な

構

成

要

件

を

設

け

る

こ

と

が

、

憲

法

二

一

条

一

項

の

表

現

の

自

由

を

侵

害

し

な

い

か

が

問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
判
例
の
採
用
す
る
　
「
猥
嚢
」
　
の
定
義
に
　
つ
い
て

も
疑
問
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
　
「
徒
ら
に
性
慾
を
興
奮
又
は
刺
戟
せ
し
め
」
　
る
と
い
う
点
に
　
つ

い

て

は

、

興

奮

・

刺

激

の

結

果

、

何

か

社

会

的

に

害

悪

を

与

え

る

と

い

う

の

で

な

け

れ

ば

、

表

現

の

自

由

を

制

約

す

る

こ

と

を

正

当

化

す

る

根

拠

た

り

え

な

い

。

性

欲
そ
れ
自
体
は
価
値
中
立
的
な
自
然
現
象
で
あ
　
っ
　
て
、
そ
れ
自
体
が
性
表
現
を
禁

圧

す

る

根

拠

と

な

り

う

る

も

の

で

は

な

い

。

そ

し

て

、

こ

れ

ま

で

性

表

現

が

反

社

会

的

行

動

を

誘

発

す

る

こ

と

は

経

験

科

学

的

に

証

明

さ

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

②
　
「
正
常
な
性
的
羞
恥
心
を
害
」
　
す
る
と
い
う
点
に
　
つ
い
て
も
、
性
表
現
へ
　
の
接

近
は
近
づ
く
者
の
自
由
意
思
に
よ
　
っ
　
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
蓋
恥
心
が
害
さ

れ

た

と

感

じ

た

ら

自

分

で

や

め

れ

ば

よ

い

の

で

あ

り

、

国

家

が

そ

れ

に

干

渉

す

べ

き
で
は
な
い
。
③
　
「
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
」
　
と
い
う
点
に
　
つ
い
て
は
、

か
よ
う
な
　
「
性
的
道
義
観
念
」
　
と
言
っ
　
て
も
そ
れ
は
一
つ
の
イ
デ
オ
　
ロ
ギ
ー
＝
思

想

で

あ

り

、

国

家

が

正

し

い

と

判

断

す

る

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に

反

す

る

イ

デ

オ

ロ

ギ八



九

ー
を
否
定
す
る
こ
と
を
国
家
が
で
き
る
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
　
（
以
上
、

奥
平
康
弘
　
「
　
『
わ
い
せ
　
つ
文
書
頒
布
販
売
罪
』
　
（
刑
法
一
七
五
条
）
　
に
　
つ
い
て
」

『
表
現
の
自
由
Ⅱ
』
　
所
収
二
頁
以
下
、
特
に
三
二
頁
以
下
。
同
　
「
表
現
の
自
由
と

わ
い
せ
　
つ
文
書
」
　
『
同
時
代
へ
　
の
発
言
上
』
　
所
収
六
七
頁
以
下
、
特
に
七
六
頁
以

下
。
同
　
「
性
表
現
の
自
由
に
な
ぜ
こ
だ
わ
る
か
」
　
『
性
表
現
の
自
由
』
　
所
収
一
〇

三

頁

以

下

、

特

に

一

三

〇

頁

、

一

三

二

～

一

三

五

頁

）

。

し
た
が
　
っ
　
て
、
憲
法
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
判
例
の

採
用
す
る
　
「
猥
褒
」
　
に
　
つ
い
て
の
定
義
は
極
め
て
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
他
な
い
。

3

、

憲

法

の

保

障

す

る

表

現

の

自

由

と

い

う

観

点

か

ら

は

、

刑

法

一

七

五

条

に

よ

る

猥
嚢
文
書
頒
布
罪
の
存
在
自
体
が
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
は
認
め
る
と
し
て

も
、
　
「
猥
嚢
」
　
な
文
書
と
は
、
端
的
に
春
本
・
春
画
　
（
h
a
r
d
c
O
r
e
 
p
O
r
n
O
g
r
a
p
h
y
）

に
限
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
　
（
大
塚
仁
・
河
上
和
雄
・
佐
藤
文
哉
編
　
『
大

コ
　
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
七
巻
』
　
四
四
頁
　
〔
新
庄
執
筆
部
分
〕
　
）
。

4

、

そ

う

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

第

一

、

四

に

述

べ

た

と

こ

ろ

よ

り

、

本

件

物

件

が

、

春
本
・
春
画
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
件
物
件
は
　
「
猥
嚢
」
　
な

文

書

で

は

な

い

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

三
、
　
「
猥
褒
」
　
の
判
断
方
法
に
　
つ
い
て

1
、
被
告
ら
は
、
本
件
物
件
に
は
わ
い
せ
　
つ
な
写
真
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本

件

物

件

は

一

冊

の

書

籍

と

し

て

編

綴

さ

れ

て

一

体

を

な

し

て

い

る

か

ら

、

書

籍

そ

の
も
の
が
全
体
と
し
て
わ
い
せ
　
つ
性
を
有
す
る
と
主
張
す
る
　
（
被
告
ら
の
準
備
書

面
第
五
、
一
〔
四
五
頁
〕
　
）
。

右
見
解
は
、
要
す
る
に
、
わ
い
せ
　
つ
な
写
真
を
個
別
的
に
判
断
し
、
書
籍
の
中

に
わ
い
せ
　
つ
な
部
分
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
っ
　
て
右
書
籍
全
体
が
わ
い
せ
　
つ
で
あ

る

と

判

断

す

る

も

の

で

あ

る

。

2

、

し

か

し

、

文

書

の

部

分

的

な

判

断

か

ら

わ

い

せ

　

つ

と

決

め

付

け

る

こ

と

は

、

当

該

文

書

の

価

値

と

そ

れ

が

自

由

が

読

ま

れ

る

べ

き

価

値

と

を

裁

判

所

が

何

ら

判

断

を

下

さ

ず

に

社

会

か

ら

奪

っ

　

て

し

ま

う

こ

と

を

意

味

す

る

も

の

で

あ

り

、

当

該

文

書

の

有

す

る

社

会

的

価

値

を

評

価

す

る

こ

と

な

く

圧

殺

す

る

こ

と

を

認

め

る

結

果

と

な

る

。

そ

れ

は

、

当

該

文

書

の

作

製

者

の

表

現

の

自

由

を

侵

害

す

る

も

の

で

許

さ

れ

な

い

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

○



3
、
し
た
が
　
っ
　
て
、
憲
法
上
、
文
書
は
全
体
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
　
（
奥
平
康
弘
・
前
掲
　
『
表
現
の
自
由
Ⅱ
』
　
二
八
頁
、

同
・
前
掲
　
『
同
時
代
へ
　
の
発
言
上
』
　
八
〇
頁
）
。

四
、
芸
術
性
等
の
社
会
的
価
値
に
　
つ
い
て

1
、
さ
ら
に
、
文
書
を
全
体
的
に
判
断
す
る
に
あ
た
　
っ
　
て
は
、
科
学
・
文
学
・
芸
術

・
学
問
そ
の
他
の
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
社
会
的
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

こ
の
点
に
　
つ
き
、
被
告
ら
は
、
判
例
を
引
用
し
　
っ
　
つ
、
わ
い
せ
　
つ
性
と
芸
術
性

・
思
想
性
と
は
次
元
を
異
に
す
る
評
価
で
あ
り
、
わ
い
せ
　
つ
性
の
存
否
は
、
純
客

観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
作
者
の
主
観
的
意
図
に
よ
っ
　
て
影
響
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
　
（
被
告
ら
の
準
備
書
面
第
五
、
一
〔
四
一
頁
〕
　
）

2
、
し
か
し
、
こ
の
点
に
　
つ
い
て
は
、
　
「
悪
徳
の
栄
え
」
　
事
件
の
上
告
審
判
決
　
（
最

大
判
一
九
六
九
年
　
〔
昭
和
四
四
年
〕
一
〇
月
一
五
日
判
決
・
刑
集
二
三
巻
一
〇
号

一
二
三
九
頁
以
下
）
　
の
色
川
幸
太
郎
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
お
い
て
、
　
「
情
報
及

び
思
想
を
求
め
、
こ
れ
を
入
手
す
る
自
由
は
、
出
版
、
頒
布
等
の
自
由
と
表
裏
一

体
、
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
の
で
あ
　
っ
　
て
、

「
当
該
作
品
が
芸
術
的
・
思
想
的
に
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
　
つ
い
て
、

そ

れ

が

客

観

的

に

明

白

で

ほ

と

ん

ど

異

論

あ

る

を

見

な

い

と

き

は

も

ち

ろ

ん

、

通

常

一

般

の

作

品

に

あ

っ

　

て

も

、

特

段

の

事

情

の

な

い

限

り

、

こ

れ

ら

が

自

由

に

出

版

、

頒

布

さ

れ

且

つ

自

由

に

読

ま

れ

て

こ

そ

、

文

化

の

進

展

が

期

待

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

か

か

る

作

品

の

頒

布

等

が

社

会

の

性

秩

序

に

何

ら

か

の

好

ま

し

か

ら

ざ

る

影

響

を

及

ぼ

す

も

の

で

あ

る

と

し

て

も

、

そ

の

作

品

を

出

版

し

、

こ

れ

を

観

賞

せ

し

め

る

こ

と

に

、

よ

り

大

な

る

社

会

的

価

値

が

あ

る

限

り

、

そ

の

頒

布

等

を

と

ら

え

て

、

こ

れ

を

刑

法

一

七

五

条

に

間

擬

す

る

こ

と

は

、

結

果

に

お

い

て

表

現

の

自

由

を

侵

す

こ

と

に

な

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

と

述

べ

ら

れ

、

ま

た

、

田

中

二

郎
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
お
い
て
、
　
「
も
と
も
と
、
性
若
し
く
は
性
行
為
を
題
材

と
す
る
芸
術
作
品
や
思
想
作
品
　
（
科
学
作
品
も
同
じ
。
）
　
は
、
色
川
裁
判
官
が
指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

人

間

の

根

源

的

な

欲

求

の

一

つ

で

あ

る

性

欲

を

追

求

し

て

人

間

心

理

の

深

層

に

メ

ス

を

入

れ

、

そ

の

点

に

ひ

そ

む

人

間

性

を

措

こ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

平

凡

な

一

般

社

会

人

の

生

活

や

感

情

と

は

相

容

れ

な

い

事



象

を

も

題

材

と

せ

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

が

多

く

、

そ

の

限

り

に

お

い

て

、

多

か

れ

少

な

か

れ

、

猥

蛮

性

の

要

素

を

帯

び

る

こ

と

が

あ

る

こ

と

も

否

定

し

得

な

い

の

で

あ
る
が
、
他
面
、
そ
れ
に
よ
っ
　
て
、
人
間
の
真
の
欲
望
や
心
理
を
浮
き
彫
り
に
し
、

時
に
は
、
社
会
の
罪
悪
に
対
す
る
鋭
い
批
判
の
メ
ス
を
加
え
る
こ
と
に
よ
　
っ
　
て
、

人
間
性
や
人
間
関
係
の
本
質
の
自
覚
を
促
し
、
社
会
文
化
の
発
展
の
契
機
を
与
え

る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
っ
　
て
、
そ
う
し
た
芸
術
作
品
や
思
想
作
品
等
の
価
値
を

無

視

し

た

り

看

過

し

た

り

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

若

し

、

こ

れ

ら

の

作

品

が

猥

蛮

性

の

要

素

を

も

っ

　

て

い

る

と

い

う

だ

け

の

理

由

で

、

そ

の

発

表

が

禁

圧

さ

れ

る

こ

と

に

な

れ

ば

、

価

値

の

高

い

芸

術

作

品

や

思

想

作

品

等

の

少

な

か

ら

ざ

る

も

の

が

抹

殺

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

、

表

現

の

自

由

や

学

問

の

自

由

が

不

当

に

抑

圧

さ

れ

、

文

化

的

価

値

を

享

受

す

る

途

も

閉

ざ

さ

れ

る

こ

と

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

だ

ろ

う

。

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

、

そ

の

ま

ま

関

税

定

率

法

二

一

条

一

項

三

号

の

場

合

に

も

あ

て

は

ま

る

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

3
、
右
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
い
せ
　
つ
性
の
判
断
に
あ
た
っ
　
て
芸
術
等
の

社

会

的

価

値

を

考

慮

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

決

し

て

芸

術

等

に

特

権

を

認

め

る

ベ

き
で
あ
る
と
の
主
張
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
を
受
け
取
る
側
の
　
「
知
る
自
由
」
、

「
読
む
自
由
」
　
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
裁
判
所
に
芸
術
性
そ
れ
自

体

の

判

断

を

求

め

る

も

の

で

は

な

く

、

そ

の

方

面

の

専

門

家

の

証

言

等

を

通

じ

て

、

あ

く

ま

で

憲

法

的

な

観

点

か

ら

そ

の

社

会

的

評

価

を

す

る

だ

け

に

過

ぎ

な

い

か

ら

（
奥
平
康
弘
　
『
同
時
代
へ
　
の
発
言
上
』
　
八
二
頁
）
、
決
し
て
裁
判
所
の
能
力
を
超

え

る

こ

と

で

も

な

い

。

4

、

こ

の

観

点

か

ら

は

、

第

一

に

お

い

て

述

べ

た

通

り

、

メ

イ

プ

ル

ソ

ー

プ

の

写

真

に
　
つ
い
て
は
美
術
評
論
家
な
ど
の
間
に
お
い
て
高
い
芸
術
性
が
認
め
ら
れ
て
お
り

（

甲

第

一

二

号

証

な

い

し

甲

第

二

五

号

証

）

、

社

会

的

価

値

が

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

か

ら

、

本

件

物

件

は

全

体

と

し

て

芸

術

性

を

有

す

る

作

品

と

し

て

、

わ

い
せ
　
つ
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

五
、
社
会
通
念
の
変
化
に
　
つ
い
て

1
、
　
「
四
畳
半
襖
の
下
張
」
　
事
件
に
つ
き
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
は
、
　
「
文
書
の
わ

い
せ
　
つ
性
の
判
断
に
あ
た
　
つ
て
は
、
当
該
文
書
の
性
に
関
す
る
露
骨
で
詳
細
な
描

写
叙
述
の
程
度
と
そ
の
手
法
、
右
描
写
叙
述
の
文
書
全
体
に
占
め
る
比
重
、
文
書



五

に
表
現
さ
れ
た
思
想
等
と
右
描
写
叙
述
と
の
関
連
性
、
文
書
の
構
成
や
展
開
、
さ

ら
に
は
芸
術
性
・
思
想
性
等
に
よ
る
性
的
刺
激
の
緩
和
の
程
度
、
こ
れ
ら
の
観
点

か

ら

該

文

書

を

全

体

と

し

て

み

た

と

き

に

、

主

と

し

て

、

読

者

の

好

色

的

興

味

に

う

つ

た

え

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

か

否

か

な

ど

の

諸

点

を

検

討

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

り

、

こ

れ

ら

の

事

情

を

総

合

し

、

そ

の

時

代

の

健

全

な

社

会

通

念

に

照

ら

し

て
　
（
中
略
）
　
決
す
べ
き
で
あ
る
。
」
　
と
判
断
し
　
（
最
高
裁
第
二
小
判
一
九
八
〇
年

〔
昭
和
五
五
年
〕
一
一
月
二
八
日
・
刑
集
三
四
巻
六
号
四
三
三
頁
）
、
社
会
通
念

が

判

断

基

準

と

な

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

2
、
と
こ
ろ
で
、
被
告
ら
も
引
用
す
る
チ
ヤ
ク
レ
ー
事
件
大
法
廷
判
決
　
（
最
大
判
一

九
五
七
年
　
〔
昭
和
三
二
年
〕
　
三
月
一
三
日
判
決
・
刑
集
一
一
巻
三
号
九
九
七
頁
）

の
多
数
意
見
は
、
わ
い
せ
つ
の
判
断
基
準
と
し
て
の
社
会
通
念
に
つ
き
、
　
「
個
人

の
認
識
の
集
合
又
は
そ
の
平
均
値
で
は
な
く
、
こ
れ
を
超
え
た
集
団
意
識
で
あ
」

る
と
し
、
　
「
社
会
通
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
現
制
度
の
下
に

お
い
て
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
　
と
判
示
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
下
級
審
の
判
決
に
お
い
て
は
、
社
会
通
念
が
事
実
的
側
面

を

有

し

、

そ

の

判

断

が

裁

判

官

の

自

由

な

裁

量

に

委

ね

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

こ

と
を
認
め
る
に
至
っ
　
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
　
「
わ
い
せ
　
つ
の
概
念
は
社
会
通
念
に
よ
っ
　
て
定
ま
り
、
時
代
の
一

般
文
化
を
背
景
と
し
て
変
遷
す
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
　
（
中
略
）
　
公
然
と
上
映

さ

れ

た

り

一

般

書

店

で

販

売

さ

れ

て

い

る

か

ら

と

云

っ

　

て

当

然

に

そ

れ

が

わ

い

せ

つ

物

と

な

ら

な

い

わ

け

で

は

な

い

。

し

か

し

そ

れ

が

数

多

く

あ

っ

　

て

、

長

い

間

取

締

り

の

対

象

に

な

ら

ず

、

一

般

大

衆

が

特

段

の

抵

抗

も

感

じ

な

い

で

観

覧

、

又

は

閲

覧

し

て

い

る

と

い

う

状

況

が

あ

れ

ば

も

は

や

わ

い

せ

　

つ

物

と

み

る

こ

と

は

で

き

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
　
（
東
京
地
裁
一
九
七
五
年
　
〔
昭
和
五
〇
年
〕
一
一

月
二
六
日
判
決
　
〔
日
活
ポ
ル
ノ
ビ
デ
オ
事
件
第
一
審
判
決
〕
　
）
　
と
か
、
　
「
具
体
的

文
書
が
わ
い
せ
　
つ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
に
当
っ
　
て
、
そ
の
文
書
の
読
者
層

又
は
読
者
環
境
の
中
に
お
け
る
通
念
と
い
　
っ
　
た
も
の
を
、
一
般
的
な
社
会
通
念
を

判

断

す

る

際

の

資

料

か

ら

排

除

す

る

こ

と

は

誤

り

で

あ

る

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

当

該

文

書

を

取

り

巻

く

も

ろ

も

ろ

の

環

境

に

　

つ

い

て

も

十

分

参

酌

し

た

う

え

で

、

一

般

社

会

の

通

念

を

探

る

努

力

が

な

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

」六



（
大
阪
地
裁
一
九
七
六
年
　
〔
昭
和
五
一
年
〕
　
三
月
二
九
日
判
決
・
判
例
時
報
八
一

二
号
一
二
五
頁
　
〔
ふ
た
り
の
ラ
ブ
ジ
ュ
ー
ス
事
件
第
一
審
判
決
〕
　
）
　
と
か
、
　
「
性

表
現
流
布
の
も
た
ら
し
た
普
通
人
の
意
識
の
変
化
は
、
普
通
人
の
間
に
存
す
る
良

識
・
社
会
通
念
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
（
中
略
）
　
右
の
よ
う
な
性

表
現
流
布
に
よ
　
っ
　
て
現
時
点
ま
で
に
普
通
人
が
到
達
し
た
前
記
の
　
『
慣
れ
』
　
や

『
受
容
』
　
及
び
捜
査
機
関
等
に
よ
る
　
『
放
任
』
　
の
程
度
を
重
要
な
資
料
と
し
た
う

え
で
　
（
中
略
）
　
社
会
通
念
に
お
け
る
性
表
現
許
容
の
目
安
を
見
出
す
の
が
妥
当
で

あ
る
と
考
え
る
。
」
　
（
東
京
地
裁
一
九
七
九
年
　
〔
昭
和
五
四
年
〕
一
〇
月
一
九
日

判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
八
号
六
一
頁
　
〔
　
「
愛
の
　
コ
リ
ー
ダ
」
　
事
件
第
一
審
判

決
〕
　
）
　
と
の
判
決
が
そ
う
で
あ
る
。

3
、
そ
し
て
、
我
が
国
に
お
い
て
、
近
年
、
男
女
の
性
器
や
隠
毛
を
表
現
し
た
写
真
、

フ

ィ

ル

ム

、

ビ

デ

オ

、

絵

画

等

が

多

数

、

展

示

・

頒

布

・

販

売

さ

れ

て

お

り

、

我

が
国
に
お
け
る
性
表
現
に
対
す
る
社
会
通
念
は
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
一
九
九
一
年
　
（
平
成
三
年
）
　
か
ら
出
版
さ
れ
始
め
た
ヘ
　
ア
ヌ
ー
ド

写
真
集
に
お
い
て
は
、
主
要
な
も
の
だ
け
で
も
二
六
冊
も
あ
り
　
（
甲
第
三
〇
号
証
）

ま

た

、

男

性

週

刊

誌

等

に

お

い

て

、

日

常

的

に

ヘ

ア

ヌ

ー

ド

写

真

が

掲

載

さ

れ

る

に
至
っ
　
て
い
る
。

こ

の

よ

う

な

現

在

の

我

が

国

の

現

状

に

お

い

て

は

、

性

器

や

隠

毛

を

表

現

し

て

い

る

と

の

一

事

を

も

っ

　

て

、

直

ち

に

に

わ

い

せ

　

つ

と

評

価

さ

れ

る

べ

き

で

は

な

い

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

4
、
さ
ら
に
、
本
件
物
件
は
、
そ
の
輸
入
書
籍
が
、
紀
伊
国
屋
書
店
本
店
や
青
山
ブ

ッ

ク

セ

ン

タ

ー

新

宿

店

で

販

売

さ

れ

て

い

た

。

被

告

ら

は

、

そ

れ

は

税

関

検

査

が

行

わ

れ

ず

国

内

に

引

き

取

ら

れ

た

か

、

あ

る

い

は

税

関

に

申

告

す

る

こ

と

な

く

密

か

に

国

内

に

引

き

取

ら

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

と

主

張

す

る

が

　

（

被

告

ら
の
準
備
書
面
第
五
、
二
　
〔
四
八
頁
〕
　
）
、
右
書
籍
が
、
我
が
国
で
公
然
と
販
売

さ
れ
流
通
し
て
お
り
、
か
　
つ
、
警
視
庁
か
ら
わ
い
せ
　
つ
物
販
売
容
疑
で
摘
発
を
受

け

た

こ

と

が

な

い

と

い

う

事

実

は

、

そ

れ

が

わ

い

せ

　

つ

で

な

い

こ

と

を

間

接

的

に

裏

付

け

て

い

る

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
本
件
物
件
と
同
様
に
、
性
器
や
隠
毛
が
表
現
さ

れ
て
い
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
メ
イ
プ
ル
ソ
ー
プ
の
写
真
集
　
『
B
 
L
 
A
 
C
 
K

八



B
 
O
 
O
 
K
』
、
　
『
M
 
A
 
P
 
P
 
L
 
E
 
T
 
H
 
O
 
R
 
P
 
E
』
　
が
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
、

青
山
ブ
ッ
　
ク
セ
　
ン
タ
ー
新
宿
店
に
て
販
売
さ
れ
て
い
た
　
（
甲
第
二
六
号
証
～
甲
第

二
九
号
証
）
。

五
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
よ
り
、
本
件
物
件
は
、
わ
い
せ
　
つ
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
　
て
、

関
税
定
率
法
二
一
条
一
項
三
号
の
　
「
風
俗
を
害
す
べ
き
」
　
物
品
に
該
当
し
な
い
の
で

あ

る

か

ら

、

原

告

の

請

求

が

認

容

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

以

　

上


